
結核患者・疑似症患者・潜在性結核感染症と診断された場合は、

直ちに保健所へ届出が必要＊1です！ 

＊2：感染症法第５３条の１１に基づく 

 

 

 

 

 

 
 

結核の発生届 

＊1：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

関する法律」（以下「感染症法」とする）第１２条第１項に基づく 

岡山県内在住患者の届出は 患者居住地の保健所 へお願いします 

結核は感染症法で２類感染症に規定されています 

結核患者が入院または退院した時は、 

７日以内に保健所へ届出が必要＊2です！ 

結核患者入院・退院届 

確実な治療の提供 

直ちに届出が必要な３つの理由 

令和８年４月１日より、届出が法定期限を超過した場合、届出遅延理由書を提出いただきます 

届出期限の遵守にご協力のほどよろしくお願いいたします 
©岡山県「ももっち」 

治療の支援 蔓延防止 

結核の届出に関するお願い 
医療機関の皆様へ 

※当該届出に違反した医師には、５０万円以下の罰金が科せられる可能性があります（感染症法第７７条） 

岡山県保健医療部疾病感染症対策課 


